
総合計画実施計画（平成１９～２０年度）の主な取り組み 

 

１．ひとづくり 

人や社会との関わりやきずなを大切にすることができる，自立した人間として 
力強く生きていける「人間力」の高い人材を育成するため，あらゆる人の社会的・

経済的自立にむけた支援，食育の推進，地域力の向上に重点的に取り組む。 
  
●社会的・経済的自立にむけた支援 
・青少年自立支援事業          

     ・高齢者入所通所施設整備促進      
・グループホーム・ケアホーム設置促進  

    ・障害児放課後対策事業         
・配偶者暴力相談体制の充実と防止に向けた取り組み  

   
●食育の推進 
   ◆市民への啓蒙啓発 
     ・あらゆる世代への食育の推進   
    ・学校における食育推進事業      
    ・学校給食生ごみ資源化事業      
◆地産地消 

    ・アグリネットワーク推進事業   
・農地･水･環境保全向上対策    
・農業･農村ふれあい交流事業     
●地域力の向上 
    ・地域スポーツクラブ推進事業    
     ・伝統(ふるさと)文化継承事業    
     ・地域と連携した学校づくりと地域教育力向上事業の推進 
     ・地域コミュニティセンター整備事業  
(再掲) ・農地･水･環境保全向上対策     
(再掲) ・農業農村ふれあい交流事業        
   
  
 
 
２．都市の拠点づくり 

人・モノ・情報・が集い，活発に交流し，あらたな文化を発信できるような    

「拠点や基盤づくり」を進め，都市の力を向上させるため，賑わいと風格のある  

都心部づくりや地域特性を生かした周辺地域の拠点の整備に，着実に取り組む。 
 
 ●賑わいと風格のある都心部づくり 
◆ＪＲコア 
・宇都宮駅東口地区整備事業     
 ・宇都宮駅西口第四Ｂ地区市街地再開発事業   
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◆センターコア 
  ・馬場通り中央地区市街地再開発事業，中心市街地公共施設整備  
・馬場通り西地区市街地再開発事業            
・市街地再開発促進事業      

    ・中心商店街景観整備支援事業   
   ・都心部道路景観整備事業   
    ・オリオン通り再生事業         
●周辺地域の拠点の整備 
    ・雀宮駅周辺地域整備の推進    
・テクノポリスセンター地区の整備 
・大谷地区の振興に向けた取り組み  

 
 

３．くらしやすさづくり 

市民が，快適でいきいきと生活し，それぞれの持つ力を十分に発揮できるよう，  

安全安心を実感できる生活環境の整備や，誰もが移動しやすい総合的な交通ネッ

トワークの整備，環境負荷の少ない社会の構築に，積極的に取り組む。 
 
●安全安心を実感できる生活環境の整備 

  ・地域防犯活動の促進             
・住宅耐震化の支援に関する事業   

     ・学校施設整備事業         
・消防署所の整備          

   
●総合的な交通ネットワークの整備 
・新交通システムの導入        

    ・公共交通利用促進事業       
     ・生活交通確保対策事業           
     ・自転車利用･活用の促進          
●環境負荷の少ない社会の構築 
・もったいないうつのみや推進事業  

   ・施設等における省エネルギー診断  
 


